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(57)【要約】
【課題】着用者の肌への密着性を向上させると共に、フ
ラップ部の皺及びめくれの発生を抑制し得る吸収性物品
を提供すること。
【解決手段】着用者の背中寄りに配される後方部Ｒの両
側部それぞれに後方フラップ部１０Ｈを有する吸収性物
品１であって、後方部Ｒは、吸収体の厚み方向に切り込
まれた、横方向に離間する複数のスリットＲ１を有して
おり、かつ後方フラップ部１０Ｈにおける非肌対向面側
にズレ止め部５２を有している。ズレ止め部５２は、縦
方向Ｘにおける位置が、スリットＲ１と重なっており、
後方フラップ部１０Ｈは、該後方フラップ部１０Ｈの縦
方向Ｘに沿う両側縁部に、くびれ部５３を形成する一対
の凹部５３ａを有し、縦方向Ｘにおいてくびれ部５３は
ズレ止め部５２よりも後方に形成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用者の前後方向に沿う縦方向及び該縦方向に直交する横方向を有すると共に、表面シ
ート、裏面シート及びこれら両シート間に配置された吸収体を有し、着用者の背中寄りに
配される後方部の両側部それぞれに後方フラップ部を有する吸収性物品であって、
　前記後方部は、前記吸収体の厚み方向に切り込まれた、前記横方向に離間する複数のス
リットを有し、かつ前記後方フラップ部における非肌対向面側にズレ止め部を有し、
　前記ズレ止め部は、前記縦方向における位置が、前記スリットと重なっており、
　前記後方フラップ部は、該後方フラップ部の前記縦方向に沿う両側縁部に、くびれ部を
形成する一対の凹部を有しており、
　前記縦方向において前記くびれ部は前記ズレ止め部よりも後方に形成されている、吸収
性物品。
【請求項２】
　前記縦方向における前記ズレ止め部の後端部から前記くびれ部までの距離が、該後端部
から前記吸収性物品の後端部までの距離に対し、２５～７５％である、請求項１に記載の
吸収性物品。
【請求項３】
　前記表面シートは、その肌対向面に、前記表面シート及び前記吸収体が前記裏面シート
側に向かって凹陥してなる溝を有しており、
　前記溝は、前記後方部に、平面視において前記横方向の外方に向かって凸状の曲線をな
す凸部を有し、該凸部の頂部と前記くびれ部を形成する前記凹部の内方端部との前記縦方
向における距離が５．０ｍｍ以内である、請求項１又は２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記吸収性物品は、前記表面シートの肌対向面において、前記縦方向の両側部それぞれ
に、一対のサイドシートを有し、
　前記サイドシートと前記表面シートとは、外方に向いた凸部と内方に向いた凸部とが交
互に繰り返される連続した波状の接合部により前記縦方向に沿って接合されており、
　前記くびれ部は、前記縦方向における位置が、前記接合部の外方に向いた凸部と重なっ
ている、請求項１～３の何れか１項に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生理用ナプキン等の吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生理用ナプキン、パンティライナなどの女性用吸収性物品には、いわゆる夜用ナプキン
として、着用者の前後方向に沿う縦方向に長い吸収性物品が使用される。このような吸収
性物品は、経血等の排泄物の漏れを防止するため、着用者の背中寄りに配される後方部に
フラップ部を有することが知られている。また、着用者の身体形状に沿うように変形し、
着用者の肌にフィット性良く密着することが望まれている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載の吸収性物品は、排泄口当接領域の中心を含む中央領域より
も後方において、前記本体部の幅方向外縁から幅方向外側に突出するヒップフラップ部と
、を備え、ヒップフラップ部は、非肌当接面側にサイド粘着部を備え、ヒップフラップ部
は、第１くびれ部と、前記第１くびれ部よりも後方に位置し、前記第１くびれ部よりも幅
方向外側に突出すると共に、ヒップフラップ部の幅が最大となる部分を含む第１フラップ
部と、第１くびれ部よりも前方に位置し、前記第１くびれ部よりも幅方向外側に突出する
第２フラップ部とを備え、サイド粘着部は、前記第１フラップ部の非肌当接面側に配置さ
れる。特許文献１によれば、中央領域の幅方向外側から内側に向かって力がかかった際の
ヒップフラップ部の固定状態を改善するとされている。
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【０００４】
　また特許文献２には、本体部分の両側部に夫々、吸収体が介在しないフラップ部を有し
、展開状態において、幅方向折り線位置に対応する領域の両側縁間の幅方向長さが、その
前後領域の幅方向長さより相対的に小さくなるように形成されていることを特徴とする吸
収性物品が記載されている。特許文献２によると、吸収性物品を折り畳んで個装状態とし
たときに、幅方向折り線位置におけるフラップ部がダボついてシワが形成されることが大
幅に軽減され、このため開封後にフラップ部を展開してもフラップ部に折り癖やシワが残
らず、違和感なく装着することができるようになるとされている。
【０００５】
　さらに、本出願人は、先に、吸収体の排泄部対向部における中央部に、縦スリットが分
散して形成された中央スリット領域と、吸収体の後方部に、横方向に延びる後方スリット
が縦方向に間欠的に配されて形成された後方スリット領域とを有する吸収性物品を提案し
た（特許文献３）。特許文献３に記載の吸収性物品によれば、深い折れ皺やヨレが発生し
難く、フィット性が向上し、着用感が向上する。尚、縦方向は吸収性物品の着用者の前後
方向に対応する方向、横方向は該縦方向に直交する方向である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１４－３６８３２号公報
【特許文献２】特開２０１０－８２０６１号公報
【特許文献３】特開２０１５－２３９９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　いわゆる夜用ナプキンのような縦方向に長い吸収性物品は、着用者の肌への密着性が求
められているが、その他に吸収性物品が縦方向に長ければ長いほど、フラップ部の皺及び
めくれが発生しやすくなるという問題がある。特許文献１、２及び３には、着用者の肌へ
の密着性を向上させると共に、フラップ部の皺及びめくれの発生を抑制するための解決方
法は記載されていない。
【０００８】
　本発明の課題は、着用者の肌への密着性を向上させると共に、フラップ部の皺及びめく
れの発生を抑制し得る吸収性物品を提供することに関する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、着用者の前後方向に沿う縦方向及び該縦方向に直交する横方向を有すると共
に、表面シート、裏面シート及びこれら両シート間に配置された吸収体を有し、着用者の
背中寄りに配される後方部の両側部それぞれに後方フラップ部を有する吸収性物品であっ
て、前記後方部は、前記吸収体の厚み方向に切り込まれた、横方向に離間する複数のスリ
ットを有しており、かつ前記後方フラップ部における非肌対向面側にズレ止め部を有し、
前記ズレ止め部は、縦方向における位置が、前記スリットと重なっており、前記後方フラ
ップ部は、該後方フラップ部の縦方向に沿う両側縁部に、くびれ部を形成する一対の凹部
を有し、縦方向において前記くびれ部は前記ズレ止め部よりも後方に形成されている、吸
収性物品を提供するものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、着用者の肌への密着性を向上させると共に、フラップ部の皺及びめく
れの発生を抑制し得る吸収性物品が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の吸収性物品の一実施形態である生理用ナプキンの肌対向面側（



(4) JP 2018-61688 A 2018.4.19

10

20

30

40

50

表面シート側）を模式的に示す平面図である。
【図２】図２は、図１におけるくびれ部、接合部及び溝の位置関係を示す拡大模式図であ
る。
【図３】図３は、図１のＩ－Ｉ線断面を模式的に示す横断面図である。
【図４】図４は、図１のＩＩ－ＩＩ線断面を模式的に示す横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の吸収性物品をその好ましい実施形態に基づき図面を参照して説明する。
図１～図４には、本発明の吸収性物品の一実施形態である生理用ナプキン１が示されてい
る。ナプキン１は、図１に示すように、着用者の前後方向に沿い、着用者の腹側から股間
部を介して背側に延びる縦方向Ｘと、これに直交する横方向Ｙとを有すると共に、着用時
に着用者の排泄部に対向配置される排泄部対向部を含む中間部Ｍと、該中間部Ｍより着用
者の腹側即ち前側に配される前方部Ｆと、該中間部Ｍより着用者の背側即ち後側に配され
る後方部Ｒとを有する。中間部Ｍは、その横方向Ｙの中央部に、着用者の排泄部（膣口等
）が対向配置される部分である。
【００１３】
　ナプキン１は、図１に示すように、縦方向に長い形状の吸収性本体１０と、吸収性本体
１０における中間部Ｍの縦方向Ｘに沿う両側部それぞれから横方向Ｙの外方に延出する一
対のウイング部１０Ｗ，１０Ｗとを有している。本発明の吸収性物品における中間部Ｍは
、ナプキン１のように吸収性物品がウイング部を有する場合には、該吸収性物品の縦方向
（長手方向、図中のＸ方向）においてウイング部を有する領域を意味し、ナプキン１を例
にとれば、一方のウイング部１０Ｗの縦方向Ｘに沿う付け根と他方のウイング部１０Ｗの
縦方向Ｘに沿う付け根とに挟まれた領域である。また、ウイング部を有しない吸収性物品
における中間部Ｍは、吸収性物品が３つ折りの個装形態に折り畳まれた際に生じる、該吸
収性物品を横方向（幅方向、図中のＹ方向）に横断する２本の折り畳み線について、該吸
収性物品の縦方向の前端から数えて第１折り畳み線と第２折り畳み線とに囲まれた領域を
意味する。図１中符号ＣＦＬで示す「中央折り畳み線」は、ここでいう第２折り畳み線に
相当する。
【００１４】
　ナプキン１は、液保持性の吸収体４及び該吸収体４の肌対向面側に配置された表面シー
ト２を具備する。より具体的には、ナプキン１を構成する吸収性本体１０は、肌対向面を
形成する表面シート２、非肌対向面を形成する裏面シート３、及び両シート２，３間に介
在された吸収体４を具備する。吸収性本体１０は、縦方向Ｘにおいて着用者の腹側から順
に、前方部Ｆ、中間部Ｍ及び後方部Ｒの３つの領域に区分される。縦方向Ｘは、ナプキン
１及び吸収性本体１０の長手方向に一致し、横方向Ｙは、ナプキン１及び吸収性本体１０
の長手方向に直交する幅方向に一致する。
【００１５】
　本明細書において、「肌対向面」は、吸収性物品又はその構成部材（例えば吸収体４）
における、吸収性物品の着用時に着用者の肌側に向けられる面、即ち相対的に着用者の肌
に近い側であり、「非肌対向面」は、吸収性物品又はその構成部材における、吸収性物品
の着用時に肌側とは反対側、即ち相対的に着用者の肌から遠い側に向けられる面である。
尚、ここでいう「着用時」は、通常の適正な着用位置、即ち当該吸収性物品の正しい着用
位置が維持された状態を意味し、吸収性物品が該着用位置からずれた状態にある場合は含
まない。
【００１６】
　図３及び図４に示すように、表面シート２は、吸収体４の肌対向面の全域を被覆し、そ
の縦方向Ｘに沿う両側縁は、吸収体４の縦方向Ｘに沿う両側縁と略同位置に存している。
一方、裏面シート３は、吸収体４の非肌対向面の全域を被覆し、さらに吸収体４の縦方向
Ｘに沿う両側縁から横方向Ｙの外方に延出して、後述するサイドシート５と共にサイドフ
ラップ部１０Ｓを形成している。裏面シート３とサイドシート５とは、吸収体４の縦方向
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Ｘに沿う両側縁からの延出部において、接着剤、ヒートシール、超音波シール等の公知の
接合手段によって互いに接合されている。また、表面シート２及び裏面シート３は、吸収
体４の縦方向Ｘの両端からの延出部において、公知の接合手段によって互いに接合されて
いる。表面シート２及び裏面シート３と吸収体４との間はそれぞれ接着剤によって接合さ
れていても良い。表面シート２、裏面シート３としては、生理用ナプキン等の吸収性物品
に従来使用されている各種のもの等を特に制限なく用いることができる。例えば、表面シ
ート２としては、単層又は多層構造の不織布や、開孔フィルム等を用いることができる。
裏面シート３としては、透湿性の樹脂フィルム等を用いることができる。
【００１７】
　サイドフラップ部１０Ｓは、図１に示すように、中間部Ｍにおいて横方向Ｙの外方に向
かって大きく張り出しており、これにより吸収性本体１０の縦方向Ｘに沿う左右両側に、
一対のウイング部１０Ｗ，１０Ｗが延設されている。ウイング部１０Ｗは、図１に示す如
き平面視において、下底（上底に比して長い辺）が吸収性本体１０側に位置する略台形形
状を有しており、その非肌対向面には、該ウイング部１０Ｗをショーツ等の着衣に固定す
るウイング部粘着部（図示せず）が形成されている。ウイング部１０Ｗは、ショーツ等の
着衣のクロッチ部の非肌対向面即ち外面側に折り返されて用いられる。
【００１８】
　本実施形態のナプキン１は、着用者の背中寄りに配される後方部Ｒの両側部それぞれに
後方フラップ部を有している。図１に示すように、サイドフラップ部１０Ｓが後方部Ｒに
おいても横方向Ｙの外方に向かって大きく張り出しており、これにより、吸収性本体１０
の縦方向Ｘに沿う左右両側に、一対の後方フラップ部１０Ｈ，１０Ｈが延設されている。
後方フラップ部１０Ｈを設けることにより、経血等の排泄液の横漏れを防止することがで
きる。
【００１９】
　後方フラップ部１０Ｈは、非肌対向面にズレ止め部５２を有している。本実施形態にお
いて、ズレ止め部５２は粘着部であり、この粘着部により、後方フラップ部１０Ｈが、折
り返されず、広げられた状態即ち吸収性本体１０の側方に延ばされた状態で、着衣に固定
される。つまり、後方フラップ部１０Ｈは、非肌対向面に形成されたズレ止め部５２（後
方粘着部）を介して、着衣の肌対向面即ち内面に固定される。前記ウイング部粘着部及び
ズレ止め部５２は、その使用前においてはフィルム、不織布、紙等からなる剥離シート（
図示せず）によって被覆されている。
【００２０】
　本実施形態の後方部Ｒは、吸収体４の厚み方向に切り込まれた、横方向に離間した複数
のスリットＲ１を有している。以下、後方部Ｒにおけるスリットを後方スリットＲ１とも
いう。当該複数の後方スリットＲ１によって、後方部Ｒは着用者の臀部に沿うように変形
することが容易となり、フィット性が高くなる。より具体的には、横方向Ｙに離間する複
数の後方スリットＲ１に挟まれた領域５４が、肌対向面側に隆起するように変形すること
で、後方部Ｒの横方向中央領域を臀部の溝の形状に沿って密着させることができる。
　また、本実施形態の後方部Ｒにおいて、ズレ止め部５２は、縦方向における位置が、横
方向に離間した複数の後方スリットＲ１と重なっている（図１参照）。より具体的には、
横方向に離間した２本の後方スリットＲ１，Ｒ１が、左右一対のズレ止め部５２、５２の
前端部どうし及び後端部どうしを結んだ直線で挟まれた領域内に存在している。
　一般に、着用者とナプキンとの間には、着用者の股間部から後方にかけての曲率半径が
小さくなる部位で隙間が生じ易く、特に、この部位では着用者とナプキンとの間に臀部に
沿うようにして隙間が生じやすい傾向にある。これに対して、本実施形態のナプキン１に
おいては、ズレ止め部５２と後方スリットＲ１とは縦方向Ｘにおける位置が重なっている
ため、横方向Ｙに離間した複数の後方スリットＲ１に挟まれた領域５４が臀部の溝に沿う
ように隆起変形した際、後方部Ｒの横方向中央領域が臀部の溝に密着しやすくなると共に
、臀部の溝の横方向外側においても、肌とナプキンとの間に隙間が発生することが抑制さ
れて、伝い漏れや液流れが発生し難くなる。ズレ止め部５２と後方スリットＲ１とは縦方
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向Ｘにおいて重なっていることによって、さらに、臀部の溝の横方向外側におけるナプキ
ン１のヨレを抑制することができ、経血が多量に排泄された場合でも、着用者の股間部か
ら背側にかけて曲率半径が小さくなる部位でナプキン１がヨレずに密着しているので、経
血漏れが起き難くなる。
【００２１】
　臀部の溝の横方向外側の部位とナプキンとの密着性をより向上させる観点から、ズレ止
め部５２は、縦方向における位置が、横方向に離間した２本の後方スリットＲ１，Ｒ１そ
れぞれの全体又は一部と重なっていることが好ましく、当該２本の後方スリットＲ１，Ｒ
１それぞれの縦方向の長さの２０％以上１００％以下、より好ましくは５０％以上１００
％以下が重なっていることが好ましい。また、その２本の後方スリットＲ１，Ｒ１は、縦
方向Ｘに延びる吸収性物品の縦中心線ＣＬを挟んでその両側に位置することが好ましい。
【００２２】
　臀部の溝の横方向外側の部位とナプキンとの密着性をより向上させる観点から、縦方向
Ｘにおいて、ズレ止め部５２と後方スリットＲ１とが重なる部分の長さＰ１（図１参照）
は、好ましくは５．０ｍｍ以上、より好ましくは７．５ｍｍ以上であり、また好ましくは
４０ｍｍ以下、より好ましくは２０ｍｍ以下であり、また好ましくは５．０ｍｍ以上４０
ｍｍ以下、より好ましくは７．５ｍｍ以上２０ｍｍ以下である。
　ここで、ズレ止め部５２と後方スリットＲ１とが重なる部分の長さＰ１は、ズレ止め部
５２と重なる部分を有する個々の後方スリットＲ１についての重なる部分の長さである。
縦方向における形成位置が異なる複数の後方スリットＲ１を有する場合、少なくとも１本
の後方スリットＲ１についての重なる部分の長さＰ１が、上記の範囲であることが好まし
く、横方向に離間した２本の後方スリットＲ１，Ｒ１のそれぞれについての重なる部分の
長さＰ１が、上記の範囲であることが好ましい。
【００２３】
　上記と同様の観点から、縦方向Ｘにおけるズレ止め部５２の長さＰ２（図１参照）は、
好ましくは１５ｍｍ以上、より好ましくは２０ｍｍ以上であり、また好ましくは５０ｍｍ
以下、より好ましくは４０ｍｍ以下であり、また好ましくは１５ｍｍ以上５０ｍｍ以下、
より好ましくは２０ｍｍ以上４０ｍｍ以下である。
　また、横方向Ｙにおけるズレ止め部５２の長さＰ３（図１参照）は、好ましくは５ｍｍ
以上３０ｍｍ以下、より好ましくは１０ｍｍ以上２０ｍｍ以下である。
【００２４】
　吸収性物品のよれの発生を防止し、臀部の溝の横方向外側の部位と後方部Ｒとの密着性
を向上させる観点から、ズレ止め部５２の後端部から吸収性物品の後端部までの距離Ｌ２
（図１参照）は、縦方向Ｘにおける吸収性物品１の全長に対して、好ましくは１０％以上
、より好ましくは１５％以上であり、また好ましくは３５％以下、より好ましくは３０％
以下であり、また好ましくは１０％以上３５％以下、より好ましくは１５％以上３０％以
下である。尚、縦方向Ｘにおける吸収性物品の後端部とは、吸収性物品の縦方向Ｘ（前後
）において最も後方に位置する端部である（図１参照）。
　また、ズレ止め部５２の後端部から吸収性物品の後端部までの距離Ｌ２は、好ましくは
４０ｍｍ以上、より好ましくは６０ｍｍ以上であり、また好ましくは１４０ｍｍ以下、よ
り好ましくは１２０ｍｍ以下であり、また好ましくは４０ｍｍ以上１４０ｍｍ以下、より
好ましくは６０ｍｍ以上１２０ｍｍ以下である。
【００２５】
　また、後方スリットＲ１が複数ある場合、縦方向においてズレ止め部５２と重なる後方
スリットＲ１は１本以上あれば良いが、ナプキン１の肌への密着性をより向上させる観点
から、好ましくは２本以上、より好ましくは４本以上であり、また好ましくは１０本以下
、より好ましくは６本以下であり、また好ましくは２本以上１０本以下、より好ましくは
４本以上６以下である。
【００２６】
　本実施形態のナプキン１においては、図１に示すように、後方スリットＲ１は平面視直
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線状をなしているが、後方スリットＲ１の平面視形状はこれに限定されず波線等でも良い
。また後方スリットＲ１は、縦方向Ｘに延びていることが好ましい。さらに後方スリット
Ｒ１は、ナプキン１あるいは吸収体４を横方向Ｙに二等分して縦方向Ｘに延びる縦中心線
ＣＬに対して平行でなくても良く、この場合、後方スリットＲ１と該縦中心線ＣＬとのな
す角度が４５度未満であることが好ましい。
【００２７】
　本実施形態の後方部Ｒにおいて後方スリットＲ１は２本以上あれば良く、後方スリット
Ｒ１の数は特に制限されないが、好ましくは４本以上、より好ましくは６本以上であり、
また好ましくは１８本以下、より好ましくは１４本以下であり、また好ましくは４本以上
１８本以下、より好ましくは６本以上１４以下である。
　本実施形態において、後方部Ｒは、後方スリット領域ＲＳに後方スリットＲ１を複数有
している。複数の後方スリットＲ１は互いに、平面視形状及び縦中心線ＣＬに対する傾斜
角度が同じでも良く、それぞれ異なっていても良い。また、複数の後方スリットＲ１が縦
方向Ｘに一列に並ぶパターンよりも、横方向Ｙの位置が異なる２本以上の後方スリットＲ
１が存するパターンが好ましい。
【００２８】
　本実施形態のナプキン１において、着用者の肌に対する密着性をより向上させる観点か
ら、後方スリットＲ１の各部の寸法は下記のように設定することが好ましい。
　後方スリットＲ１の縦方向Ｘの長さは、好ましくは１０ｍｍ以上、さらに好ましくは１
５ｍｍ、そして、好ましくは３５ｍｍ以下、さらに好ましくは２５ｍｍ以下である。
　後方スリットＲ１の横方向Ｙの長さ即ち幅は、好ましくは０．１ｍｍ以上、さらに好ま
しくは０．２ｍｍ以上、そして、好ましくは１．０ｍｍ以下、さらに好ましくは０．８ｍ
ｍ以下である。
【００２９】
　本実施形態において、後方スリットＲ１は、吸収体４を構成する吸収性シートの積層体
を貫通していてもよいし（図４参照）、貫通していなくてもよい。また後方スリットＲ１
は、図４に示すように、吸収体４の上下に配される表面シート２及び裏面シート３には形
成されておらず、さらに、表面シート２と吸収体４との間に配されることのある不織布か
らなる中間シートに形成されていないことが好ましい。
【００３０】
　本実施形態の後方フラップ部１０Ｈは、図１に示すように、該後方フラップ部１０Ｈの
縦方向Ｘに沿う両側縁部に、くびれ部５３を形成する一対の凹部５３ａを有している。縦
方向に長い吸収性物品は、後方フラップ部１０Ｈに皺が発生しやすく、さらにその皺によ
って後方フラップ部１０Ｈがめくれやすいという問題がある。しかし、本実施形態のナプ
キン１のように、後方フラップ部１０Ｈにおいてくびれ部５３を設けることにより、くび
れ部５３が可撓軸として働き、後方フラップ部１０Ｈにおける皺の発生を抑制して、後方
フラップ部１０Ｈのめくれを抑制することができる。
【００３１】
　本実施形態において、くびれ部５３は、縦方向Ｘにおいてズレ止め部５２よりも後方に
形成されている。一般に、吸収性物品が縦方向Ｘに長ければ長いほど、ズレ止め部５２に
よって固定されない領域が大きくなることから、後方フラップ部に皺やめくれが発生する
傾向にある。特に上記のようにズレ止め部５２を、縦方向Ｘにおいて臀部の溝が当接する
部分、即ち後方スリットＲ１と重なる位置に配すると、後方フラップ部に皺やめくれが発
生しやすくなる。
　これに対して、本実施形態のように、くびれ部５３を、ズレ止め部５２よりも後方に形
成することにより、後方フラップ部１０Ｈにおける皺及びめくれの発生を効果的に抑制す
ることができる。尚、くびれ部５３が、縦方向Ｘにおいてズレ止め部５２よりも後方に形
成されているとは、くびれ部５３を形成する凹部５３ａの内方端部がズレ止め部５２の後
端部よりも後方に位置することを意味するが、凹部５３の全体が、ズレ止め部５２の後端
部より後方に位置することが好ましい。
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【００３２】
　また、後方フラップ部１０Ｈにおける皺及びめくれを抑制する効果をより確実に奏させ
る観点から、縦方向Ｘにおけるズレ止め部５２の後端部からくびれ部５３までの距離Ｌ１
が、縦方向Ｘにおけるズレ止め部５２の後端部から吸収性物品の後端部までの距離Ｌ２に
対し、２５％以上７５％以下であることが好ましい。ここで、縦方向Ｘにおけるズレ止め
部５２の後端部からくびれ部５３までの距離Ｌ１とは、縦方向Ｘにおけるズレ止め部５２
の後端部から、くびれ部５３を形成する凹部５３ａの内方端部までの長さである。また、
縦方向Ｘにおけるズレ止め部の後端部とは、ズレ止め部５２の縦方向Ｘ（前後）において
最も後方に位置する端部である（図１参照）。
　上記の縦方向Ｘにおけるズレ止め部５２の後端部からくびれ部５３までの距離Ｌ１は、
ズレ止め部５２の後端部から吸収性物品の後端部までの距離Ｌ２に対する割合が、より好
ましくは３０％以上、さらに好ましくは４０％以上であり、またより好ましくは７０％以
下、さらに好ましくは６０％以下であり、また、より好ましくは３０％以上６０％以下、
さらに好ましくは４０％以上６０％以下である。
　縦方向Ｘにおけるズレ止め部５２の後端部から前記くびれ部５３までの距離Ｌ１は、好
ましくは２５ｍｍ以上、より好ましくは３５ｍｍ以上であり、また好ましくは６５ｍｍ以
下、より好ましくは５５ｍｍ以下であり、また好ましくは２５ｍｍ以上６５ｍｍ以下、よ
り好ましくは３５ｍｍ以上５５ｍｍ以下である。
【００３３】
　図１に示すように、くびれ部５３は凹部５３ａにより形成されている。また、凹部５３
ａについて、凹部５３ａの両端を結ぶ直線を直線Ｌ５とし、凹部５３ａの内方端部を通り
直線Ｌ５に垂直に交わる直線を直線Ｌ６とした場合、直線Ｌ５と直線Ｌ６との交点から凹
部５３の内方端部までの距離をｄとする（図２参照）。この距離ｄは凹部５３ａの凹みの
長さに相当する。また、この距離ｄは、後方フラップ部１０Ｈにおける皺及びめくれの発
生をより抑制する観点から、好ましくは０．５ｍｍ以上、より好ましくは１．０ｍｍ以上
であり、また好ましくは１０ｍｍ以下、より好ましくは５．０ｍｍ以下であり、また好ま
しくは０．５ｍｍ以上１０ｍｍ以下、より好ましくは１．０ｍｍ以上５．０ｍｍ以下であ
る。
【００３４】
　本実施形態において表面シート２は、その肌対向面に、表面シート２及び吸収体４が裏
面シート３側に向かって凹陥した溝６を有している。また、溝６は、図１に示すように、
後方部Ｒに配されており、且つ図２に示すように、横方向の外方に向かって凸状の曲線を
なす凸部６１を有している。斯かる構成により、ナプキン１の縦及び横方向の屈曲に対す
る安定性をより向上させることができる。このように、表面シート２は、その肌対向面に
、表面シート２及び吸収体４が裏面シート３側に向かって凹陥してなる溝６を有し、溝６
は、後方部Ｒに、平面視において、横方向Ｙの外方に向かって凸状の曲線をなす凸部６１
を有していることが好ましい。
【００３５】
　また、本実施形態における溝６は、上記の凸部６１を有しているが、該凸部６１の頂部
とくびれ部を形成する凹部５３ａの内方端部との縦方向Ｘにおける距離Ｌ３（図２参照）
が５．０ｍｍ以内であることが好ましい。凸部６１の頂部と内方端部との縦方向Ｘにおけ
る距離Ｌ３とは、くびれ部５３を形成する凹部５３ａの内方端部の縦方向Ｘの位置と、溝
６における凸部６１の頂部の縦方向Ｘの位置との距離である。斯かる構成により、ナプキ
ン１の縦及び横方向の屈曲に対する安定性をさらに向上させることができる。また、吸収
体４に対し横方向外方に向かって張りを付与することができ、これにより吸収体４に皺が
発生した場合、皺の伝達をより抑制することができる。なお、溝６が、上記の凸部６１を
複数有する場合、凸部６１の頂部と、凹部５３ａの内方端部との縦方向Ｘにおける距離Ｌ
３は、凹部５３ａの内方端部と、縦方向Ｘにおいて最も近い凸部６１の頂部との距離とす
る。
【００３６】
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　上記の効果をより確実に奏させる観点から、溝６における凸部６１の頂部と、凹部５３
ａの内方端部との縦方向Ｘにおける距離Ｌ３は、より好ましくは４．０ｍｍ以下、さらに
好ましくは３．０ｍｍ以下であり、最も好ましくは０ｍｍである。
【００３７】
　さらに、溝６に囲まれた領域に位置し、ナプキン１の縦方向Ｘの後端に向けて凸の凸状
をなす内溝７が形成されている。溝６，７は平面視において線状をなしている。ここでい
う「線状」とは、溝即ち凹陥部の形状が平面視において直線に限られず、曲線を含んでい
ることを意味する。線状の溝６，７は、連続線でも破線等のような不連続線でも良い。溝
６，７によって、吸収体４の平面方向、特に横方向Ｙの液の拡散の抑制、吸収体４のヨレ
の防止などの効果が奏され得る。溝６，７は、熱を伴うか又は伴わない圧搾加工、あるい
は超音波エンボス等のエンボス加工により常法に従って形成することができる。溝６，７
においては、表面シート２及び吸収体４が熱融着等により一体化しており、溝６，７の底
部はそれらの周辺部に比して高密度である。
【００３８】
　本実施形態の溝６は、図１に示す如き平面視において、後述する中高部４３及び内溝７
を包囲する閉じた環状をなし、縦中心線ＣＬを基準として左右対称に形成されている。溝
６は、後方部Ｒのみならず、前方部Ｆから中間部Ｍを通って後方部Ｒにわたって連続して
いる。
【００３９】
　内溝７は、後述する中高部４３より縦方向Ｘの後方に、縦中心線ＣＬを基準として左右
対称に形成されている。また、内溝７は、縦方向Ｘの後端７０に、後方に向かう凸部を有
している一方、縦方向Ｘの前端側即ち中高部４３側は開放されている。
【００４０】
　本実施形態のナプキン１は、表面シート２の肌対向面において、縦方向の両側部それぞ
れに、一対のサイドシート５，５を有している。
　サイドシート５，５と表面シートとは、接合部５１により縦方向に沿って接合されてい
る。サイドシート５は、接合部５１より横方向Ｙの内方に位置する内側縁部が自由端部と
なっている。サイドシート５は、例えば、自由端部側を折り返し、その折り返し部分の内
部に縦方向Ｘに延びる弾性部材を配しても良い。このように弾性部材を配すると、弾性部
材の収縮力により、折り返し部分が着用者の肌側に向かって起立する、防漏カフが形成さ
れるようになる。このように防漏カフが形成されると、ナプキン１の肌対向面に排泄され
た経血等の排泄液の横漏れを防止することができる。
【００４１】
　本実施形態のナプキン１において、サイドシート５，５と表面シート２とは、図１及び
図２に示すように、外方に向いた凸部５１ａと内方に向いた凸部とが交互に繰り返される
連続した波状の接合部５１により縦方向に沿って接合されている。また、くびれ部５３は
、縦方向における位置が、接合部５１の外方に向いた凸部５１ａと重なっている。これに
より、ナプキン１の縦及び横方向の屈曲に対する安定性がより向上し、さらに、ナプキン
１の横方向外方に向かって張りをより付与することができる。なお、接合部５１の外方に
向いた凸部５１ａとは、図２に示すように、接合部５１を横方向に二等分する中央線より
も外方に向いた部分である。くびれ部５３と接合部５１の外方に向いた凸部５１ａとは、
くびれ部５３を形成する凹部５３ａの内方端部と凸部５１ａとが少なくとも部分的に重な
っていればよい。
【００４２】
　上記の効果をより確実に奏させる観点から、横方向Ｙにおける接合部５１の外方に向い
た凸部５１ａと、くびれ部５３の凹部５３ａの内方端部との距離Ｌ７は、好ましくは１０
ｍｍ以上、より好ましくは２０ｍｍ以上であり、また好ましくは５０ｍｍ以下、より好ま
しくは４０ｍｍ以下であり、また好ましくは１０ｍｍ以上５０ｍｍ以下、より好ましくは
２０ｍｍ以上４０ｍｍ以下である。この凸部５１ａと、凹部５３ａの内方端部との距離Ｌ
７は、横方向Ｙにおける凹部５３ａの内方端部と凸部５１ａとの最短距離を意味する。
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【００４３】
　吸収体４について説明すると、吸収体４は高吸収性ポリマー及び親水性繊維を含有する
。高吸収性ポリマーとしては、一般に粒子状のものが用いられるが、繊維状のものでも良
い。粒子状の高吸収性ポリマーを用いる場合、その形状は球状、塊状、俵状又は不定形の
いずれでも良い。高吸収性ポリマーとしては、一般に、アクリル酸又はアクリル酸アルカ
リ金属塩の重合物又は共重合物を用いることができる。また、親水性繊維としては、本来
的に親水性の繊維でも良く、あるいは疎水性繊維を親水化処理した繊維でも良いが、前者
の繊維が特に好ましい。本来的に親水性の繊維としては、天然系の繊維、セルロース系の
再生繊維又は半合成繊維が好ましい例として挙げられ、好ましいものとして、パルプ、レ
ーヨンを例示できる。パルプには、針葉樹クラフトパルプ、広葉樹クラフトパルプなどの
木材パルプの他に、木綿パルプ、藁パルプなどの非木材パルプなどがあるが、特に制限さ
れない。また、セルロース繊維の分子内及び／又は分子間を架橋させた架橋セルロース繊
維、木材パルプをマーセル化処理して得られるような嵩高性のセルロース繊維を用いても
良い。
【００４４】
　ナプキン１における吸収体４は、図１、３及び４に示すように、着用時に着用者の排泄
部に対向配置される中央吸収性シート４１と、平面視において中央吸収性シート４１と重
なる部分及び中央吸収性シート４１の周縁から外方に延出する部分を有する本体吸収性シ
ート４２とを含んで構成されており、複数枚のシートの積層構造体である。両吸収性シー
ト４１，４２は何れも、親水性繊維及び高吸収性ポリマーを含有する。
【００４５】
　本発明において「吸収性シート」とは、高吸収性ポリマー、親水性繊維等の吸収性材料
を含むシート状の吸収構造体を意味し、吸収性材料を積繊してなる積繊体とは区別される
。一般に、吸収性シートは、吸収性材料の積繊体に比して厚みが薄く低剛性であるため、
吸収性シートを備えた吸収性物品は、厚みが薄い薄型であり、柔軟で着用感に優れ、また
コンパクトに折り畳めてハンドリング性にも優れる。斯かる吸収性シートの特長をより有
効に活用し、液拡散性、液保持性を十分に備え装着感の良好な吸収性物品を得る観点から
、吸収性シートの１枚あたりの無荷重下における厚みは、好ましくは０．１ｍｍ以上、さ
らに好ましくは０．３ｍｍ以上、そして、好ましくは２ｍｍ以下、さらに好ましくは１．
５ｍｍ以下である。吸収性シートとしては例えば、特許第２９６３６４７号公報、特許第
２９５５２２３号公報に記載のものを利用することができる。吸収性シートとして好まし
いものを例示すると、湿潤状態の高吸収性ポリマーに生じる粘着力や別に添加した接着剤
や接着性繊維等のバインダーを介して、構成繊維間や構成繊維と高吸収性ポリマーとの間
を結合させてシート状としたものが挙げられる。
【００４６】
　中央吸収性シート４１は、図１に示すように、中間部Ｍ、あるいは中間部Ｍ並びに前方
部Ｆ及び後方部Ｒそれぞれの中間部Ｍ寄りの部分において、ナプキン１又は吸収性本体１
０の横方向Ｙの中央部に配されている。また中央吸収性シート４１は、図４に示すように
、該シート４１を折り畳んでなる多層構造をなしている。この中央吸収性シート４１の折
り畳み多層構造は、１枚の平面視略矩形形状の該シート４１が、該シート４１を横方向Ｙ
に略三等分する位置を通って縦方向Ｘに延びる２本の折り曲げ線にて同一面側（肌対向面
側）に折り曲げられて、いわゆる巻き三つ折り状態に形成されたものであり、該シート４
１の３層構造を有している。
【００４７】
　また、本体吸収性シート４２も、図３及び図４に示すように、該シート４２を折り畳ん
でなる多層構造をなしている。この本体吸収性シート４２の折り畳み多層構造は、１枚の
平面視略矩形形状の該シート４２が、縦方向Ｘに延びる２本の折り曲げ線にて同一面側（
非肌対向面側）に折り曲げられ、且つ該シート４１の縦方向Ｘに沿う両端縁どうしが横方
向Ｙの中央部で重ね合わされて形成されたものであり、その両端縁の重ね合わせ部は該シ
ート４２の３層構造、該重ね合わせ部以外の部分は該シート４２の２層構造を有している
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。本体吸収性シート４２の折り畳み多層構造は、吸収体４の外形を形成している。
【００４８】
　このように、本実施形態におけるナプキン１における吸収体４は、１枚の本体吸収性シ
ート４２の折り畳み構造の内部に、１枚の中央吸収性シート４１の折り畳み構造が内包さ
れた構成を有しているところ、中間部Ｍの横方向Ｙの中央部は、この中央吸収性シート４
１の折り畳み構造が配されていることによって、周辺部に比して厚みが大きく且つ肌対向
面側に隆起した中高部４３となっていることが好ましい。一方、吸収体４における中高部
４３以外の部位は、中央吸収性シート４１の折り畳み構造が無く、本体吸収性シート４２
の折り畳み構造を含んで構成されており、中高部４３に比して厚みの小さい標準吸収部４
４となっていることが好ましい。
【００４９】
　本実施形態のナプキン１において、中高部４３は、図１に示すように、平面視において
長方形形状をなし、その長手方向を縦方向Ｘに一致させて、中間部Ｍの横方向Ｙの中央部
に配されている。但し、中高部４３の平面視形状は任意に選択可能であり、長方形形状に
限定されない。
【００５０】
　図１に示すように、本実施形態のナプキン１の後方部Ｒには、ナプキン１の折り畳みに
よって形成された中央折り畳み線ＣＦＬが１本形成されている。中央折り畳み線ＣＦＬは
、肌対向面を形成する表面シート２を内側にして（非肌対向面を形成する裏面シート３を
外側にして）、ナプキン１を縦方向Ｘに折り畳むことによって形成されており、横方向Ｙ
に延びる直線状をなしている。中央折り畳み線ＣＦＬは、ナプキン１の縦方向Ｘの中央部
に形成されていれば良く、後方部Ｒではなく、中間部Ｍに形成されていても良い。ここで
いう「ナプキン１の縦方向Ｘの中央部」とは、ナプキン１の縦方向Ｘの中央及びその近傍
を意味し、具体的には、ナプキン１の縦方向Ｘの中央を基準として、その基準から縦方向
Ｘの前方側及び後方側それぞれにナプキン１の縦方向Ｘの全長の１０％以内の領域である
。
【００５１】
　また、本実施形態のナプキン１の後方部Ｒには、後述する後方スリット領域ＲＳより縦
方向Ｘの後方に、ナプキン１の折り畳みによって形成された後方折り畳み線ＲＦＬが１本
形成されている。後方折り畳み線ＲＦＬも、中央折り畳み線ＣＦＬと同様に、肌対向面を
形成する表面シート２を内側にしてナプキン１を縦方向Ｘに折り畳むことによって形成さ
れており、横方向Ｙに延びる直線状をなしている。後方折り畳み線ＲＦＬは、溝６と内溝
７との間を横方向Ｙに延びている。中央折り畳み線ＣＦＬ及び後方折り畳み線ＲＦＬは何
れも、ナプキン１が折り畳まれて個包装される際に使用される。後方折り畳み線ＲＦＬは
通常、ナプキン１の縦方向Ｘの後端から縦方向Ｘの前方側にナプキン１の縦方向Ｘの全長
の１０～３０％離間した位置に形成される。なお、本実施形態のナプキン１では、後方折
り畳み線ＲＦＬとくびれ部５３とは重なっていない。このような構成によって、後方折り
畳み線ＲＦＬを起点とした、皺の伝達を抑制できるという効果がある。
【００５２】
　本実施形態のナプキン１においては、図１に示すように、吸収体４は中間部Ｍに複数の
スリットを有している。以下、中間部Ｍにおけるスリットを中央スリットＭ１ともいう。
縦方向Ｘに延びる中央スリットＭ１が複数分散配置された中央スリット領域ＭＳを有して
いる。中央スリット領域ＭＳは中高部４３に存している。
　ナプキン１においては、中央スリットＭ１は平面視直線状をなしているが、中央スリッ
トＭ１の平面視形状はこれに限定されず波線等でも良い。また中央スリットＭ１は、縦方
向Ｘに延びていれば良く、図示の如く縦中心線ＣＬに対して平行でなくても良い。中央ス
リットＭ１が縦中心線ＣＬに対して平行でない場合、中央スリットＭ１と縦中心線ＣＬと
のなす角度が４５度未満であることが好ましい。
【００５３】
　中央スリット領域ＭＳには中央スリットＭ１が１本以上あれば良い。中央スリット領域
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ＭＳに存する中央スリットＭ１の数は特に制限されない。また、中央スリット領域ＭＳが
中央スリットＭ１を複数有している場合、その複数の中央スリットＭ１は互いに、平面視
形状及び縦中心線ＣＬに対する傾斜角度の何れか一方又は両方が同じでも良く、異なって
いても良い。
【００５４】
　中央スリットＭ１の各部の寸法等は下記のように設定することが好ましい。
　中央スリットＭ１の縦方向Ｘの長さは、好ましくは１０ｍｍ以上、さらに好ましくは１
５ｍｍ、そして、好ましくは３５ｍｍ以下、さらに好ましくは２５ｍｍ以下である。中央
スリットＭ１の横方向Ｙの長さ即ち幅は、好ましくは０．１ｍｍ以上、さらに好ましくは
０．２ｍｍ以上、そして、好ましくは１．０ｍｍ以下、さらに好ましくは０．８ｍｍ以下
である。
【００５５】
　中央スリットＭ１は、吸収体４を構成する吸収性シートの積層体を貫通していても、貫
通していなくても良い。また中央スリットＭ１は、吸収体４の上下に配される表面シート
２及び裏面シート３には形成されておらず、さらに、表面シート２と吸収体４との間に配
されることのある不織布からなる中間シートにも形成されていないことが好ましい。
【００５６】
　以上、本発明について説明したが、本発明は前述した実施形態に制限されず、本発明の
趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。例えば、前記実施形態においては、吸収体
が吸収性シートのみから構成されていたが、吸収性材料を積繊してなる積繊体のみから構
成されていても良く、両者を含んで構成されていても良い。また、吸収体における吸収性
シートの多層構造は、前記実施形態のように、１枚の吸収性シートが折り重ねられて形成
された構成でも良く、あるいは複数枚の吸収性シートを折り畳まずに積層した構成でも良
く、あるいは両構成を複合した構成でも良い。
【００５７】
　本発明は、経血の吸収に用いられる物品全般に適用することができる。そのような物品
の例としては、前記実施形態の如き生理用ナプキンの他に、パンティライナ等が挙げられ
るが、それらに限られない。
【符号の説明】
【００５８】
１　生理用ナプキン（吸収性物品）
２　表面シート
３　裏面シート
４　吸収体
　４１　中央吸収性シート
　４２　本体吸収性シート
　４３　中高部
　４４　標準吸収部
５　サイドシート
　５１　　接合部
　５１ａ　凸部
　５２　　ズレ止め部
　５３　　くびれ部
６　溝
　６１　　凸部
７　内溝
１０　吸収性本体
１０Ｈ　後方フラップ部
Ｆ　前方部
Ｍ　中間部
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Ｒ　後方部
ＣＦＬ　中央折り畳み線
ＲＦＬ　後方折り畳み線
Ｍ１　中央スリット
ＭＳ　中央スリット領域
Ｒ１　後方スリット
ＲＳ　後方スリット領域
ＣＬ　縦中心線
Ｘ　縦方向
Ｙ　横方向

【図１】 【図２】

【図３】
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